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D-425 パルスドプラ法加算（胆管結石又は胆道結石） 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、胆管結石又は胆道結石に対して超音波検査（断層撮影法）

を施行する場合にパルスドプラ法加算は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 パルスドプラ法は血流異常がある場合に血流の定量的評価として有用

である。胆管結石、胆道結石では有用性は低くパルスドプラ法加算は認め

られないと整理した。 

 


